
ご 注 意 く だ さ い

６月３０日を過ぎますと、入口シャッターを閉鎖いたしますので、

ご利用されるお客様（特に夜間とめ置きの方）はご注意ください。

※原則、７月１日以降自転車の入出庫は出来ません。
※原則、７月１日以降は入出庫できませんが、下記時間帯において一時的に入口シャッターを開放いたしますので、６月３０日までに出庫できなかった

お客様は、自転車の引取りをお願いします。

〇７月１日（土）６：００～１０：００、 〇７月３日（月）６：００～１０：００

上記日時以降、施設内に残っている自転車は、放置自転車とし順次撤去いたします。

なお、７月１日から引き続き以下の駐輪場で定期御利用のお客様で、夜間に駐輪場を御利用の方

（夜間とめ置きの方）につきましては、以下の通りとさせていただきます。

草津駅西口第２自転車駐車場

草津駅西口第３自転車駐車場

草津駅西口第５自転車駐車場

６月３０日は草津駅西口第２自転車駐車場を利用いただけます。

草津駅西口自転車駐車場は、老朽化に伴う建替工事のため６月３０日で閉鎖いたします。

草津市交通政策課

６月３０日は草津駅西口第５自転車駐車場を利用いただけます。

【令和５年６月２６日更新】


